非常勤職員の一時金について

1． 日時　2月16日11時00分から11時10分
2． 場所　人事課ヒアリング室
3． 当局側　人事課長、人事企画官、職員係長
組合側　部門委員長
4． 説明概要
　2月7日の長官交渉席上で長官が一時金支給について年度内に遡給できるかどうか検討するという回答があったが、その件について検討結果を回答する。
　予算の執行状況と残額等を見ながら経理と調整してきたが、残念ながら残額で遡給するということはできないと判断した。長官にもその旨説明をした。
　来年度については予算を確保しているので支給は可能となる。
5． 若干のやりとり
組合：交渉の場で長官が遡給について可能かどうか検討するという回答があったが、ある程度見込みがあったのではないかと考えている。にもかかわらず、今回の回答では原資がないために支給できないとの説明で納得できない。どの程度検討したかお聞かせていただきたい。
当局：もともと非常勤職員の経費については、庁費で計上して実行してきた。そのため増額を要求することや、補正予算で要求をすることは不適切と考えている。科目の組み替えなどで捻出できるか経理に依頼したが無理だった。
組合：財務省も科目替えについては柔軟な姿勢をしていると聞いているが。
当局：科目替えも含めて検討したが、原資がなかった。
組合：すでに2月になっており、残額の処理が終わっているのではないか。そうではあれば、経理に依頼するのが遅かったのではないか。もともと、規定類の改定が間に合わないと説明を受けていたが、本気でやる気になって年末までに具体的な動きができなかったことに怒りを感じている。私たちの概算では1,000万円未必要でない程度だとみている。
当局：必要な経費については、ご指摘のように1,000万円以下であるが、原資がなかった。
組合：他省庁の現状に足を引っ張られたという事はないのか。
当局：それはない。原資さえあれば他省庁が支払わなくても気象庁としては実行する予定だった。
組合：この問題は当該の職員にとっては、すごく重要な問題だと思っている。当初説明より前進した回答だったので期待をしていた。
当局：努力はしたが原資が足りなかった。
